
【都市計画変更の理由】

宮崎市の都市計画道路は、戦後まもない昭和 21 年の戦災復興の都市計画に

より、現在の都市計画道路網の原形が構築されました。その後、人口の増加や

市街地の拡大が続く社会を見据え、長期的に必要とされる人口密度や市街化規

模等に対応できるよう、適宜、都市計画道路の追加または変更を行ってきまし

た。

昨今では、少子高齢化や人口減少が進む中、社会経済情勢の変化を踏まえ、

本市は、持続可能な都市構造、「多拠点ネットワーク型コンパクトシティ」を

目指しており、計画決定された当時での必要性や位置付けに変化が生じている

路線や、長期にわたり事業未着手となっている路線が存在しております。また、

都市計画道路の計画区域内は、関係法令により一定の建築制限が課せられてい

ることに加え、本市の財政状況の視点からも長期にわたり事業未着手となって

いる都市計画道路の必要性や見直しなどを求める声が高まっています。

本市では、こうした社会情勢の変化などを踏まえ、長期未着手となっている

36 路線の都市計画道路について、「必要性」や「実現性」に関する評価を行い、

令和元年 9月に「都市計画道路見直しに関する基本方針」を改訂し、公表しま

した。

今回、この基本方針に基づき３・４・１０号 佐土原広瀬通線について、周

辺道路を含む道路交通体系等を総合的に検討した結果、幹線機能・交通機能と

しての必要性は低くなっており、現在の社会経済情勢の変化に即して、事業未

完部分の一部を廃止することといたしました。

これに伴い幹線道路ネットワークの再構築を検討した結果、３・５・１０号

大炊田久峰通線については、起点を廃止される佐土原広瀬通線から県道塩路佐

土原線へ移し、併せて延長の変更を行うものです。

なお、今回の変更区間については整備済みであり、新たに道路の整備等を計

画するものではありません。


